
入札公告 

 

次の工事について制限付き一般競争入札に付す。 

 

令和８年５月１５日 

 

                                 兵庫県 

                                 契約担当者 

                       兵庫県立赤穂特別支援学校長 

                                   森川 晃 

 

 

１ 入札に付する事項 

 (1) 事業名 

   県立赤穂特別支援学校体育館空調設備設置事業（以下「本件事業」という。） 

 (2) 事業場所 

   赤穂市大津字権現 1305番地 

 (3) 事業概要 

   県立赤穂特別支援学校体育館空調設備設置工事について、詳細設計付き工事発注方式を活用して設計、工

事、工事監理を一括発注する。事業者は以下の対象施設において次の業務を行う。業務の詳細は要求水準書

による。 

① 県が示す基本設計に基づく詳細設計業務 

② 工事業務 

③ 工事監理業務 

④ その他事業実施に必要な業務 

【対象施設】 

学校名 棟名 構造・階数・延べ面積 工事場所 

県立赤穂 

特別支援 

学校 

体育館 鉄骨造 

１階建 

629.00㎡ 

アリーナ 

459.00㎡ 

    空調設備 ガス式ヒートポンプエアコン室外機 ２組 ほか一式 

(4) 事業期間 

契約締結日から令和８年９月３０日限り 

(5) 予定価格 ２４，３７０，０００円（消費税及び地方消費税を除く。） 

(6) 最低制限価格 有 

(7) 発注方式 詳細設計付き工事発注方式 

(8) 入札方式 制限付き一般競争入札（事後審査型） 

       ただし、入札のしおりに記載の（再度の入札）は、行わないものとし、入札回数は、１回限り

とする。 

(9) 落札方式 最低価格落札方式 

本件事業は、発注者が示す基本設計に基づく詳細な設計図書の作成と施工を一括して発注し、価格競争

入札を実施して、事業者を選定する方式の適用工事である。 

 (10) 契約締結予定日 令和８年６月上旬予定 

(11) 支払条件 

  ① 年割支払   無 

② 前金払    有 

※保証事業会社と前金払に関し保証契約をした者に対しては、工事に係る請負代金額の 10分の４以内、

設計業務に係る請負代金額の 10 分の３以内の前金払を行う。ただし、工期が２か年度以上にわたる契約

については、年度ごとに当該年度の工事に係る出来高予定額又は支払限度額の 10 分の４以内、設計業務

に係る出来高予定額又は支払限度額の 10分の３以内の前金払を行う。 

③ 中間前金払  有 

④ 部分払    有（履行期間中 2回以内とする） 

⑤ 中間前金払と部分払の選択該当工事の別 有 



※落札者は、契約締結までに、中間前金払を受けるか部分払を受けるかを選択する（契約締結後、この

選択を変更することはできない）。この場合において、中間前金払を選択したときには部分払を受けるこ

とができず、部分払を選択したときには中間前金払を受けることはできない。 

なお、設計業務については、中間前払金及び部分払の請求をすることはできない。 

 

２ 応募方法 

  単独企業による。 

 

３ 入札参加資格 

  財務規則（昭和 39年兵庫県規則第 31号）第 81条の３に定める兵庫県（以下「県」という。）の建設工事入

札参加資格者名簿に登録されている者で、次の要件を満たしていること。 

(1) 入札参加資格工種  管工事 

(2) 営業所の所在地に

関する要件 

西播磨県民局、中播磨県民センター、但馬県民局又は東播磨県民局管内に建

設業の許可を受けた主たる営業所を有すること。 

(3) 入札参加資格格付

等級又は総合評定値 

申込期限日に有効な入札参加資格者名簿の管工事における格付等級がＡ等

級又はＢ等級であること。ただし、Ａ等級の者にあっては、県の建設工事入札

参加者に係る資格格付要領（以下「資格格付要領」という。）別表に規定する

社会貢献評価数値を有する者であって、その点数が 40 点以上であること。 

また、総合評定値通知書における管工事の平均完成工事高が、各工事の平均完成

工事高合計の 25 パーセント以上であること。 

(4) 技術・社会貢献評価

数値に関する要件 

入札参加資格者名簿の管工事における資格格付要領第４条の規定による技

術・社会貢献評価数値を有する者であって、その合計点数が 20 点以上で

あること。ただし、入札参加資格者名簿の管工事における県発注工事成績

を有しない者は、次の(ｱ)又は(ｵ)の工事成績（共同企業体の構成員として

の実績は、出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限る。）を１件に

限り申請できる。この場合において、管工事における技術・社会貢献評価

数値の合計点数に、入札参加資格確認の際に工事成績評定通知書の写しに

よって申請された工事成績を換算基準（注）により換算した点数を加算し

た点数が 20 点以上であること。 

(ｱ) 国土交通省近畿地方整備局発注の工事。ただし、入札参加資格の管工

事に該当し、平成 30 年度から令和 4 年度までの間に完成したもので、

施工場所の全部又は一部が県内であるものに限る。 

(ｲ) 神戸市発注の工事。ただし、入札参加資格の管工事に該当するもので、

平成 30 年度から令和 4 年度までの間に完成したものに限る。 

(ｳ) 公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター、兵庫県土地開発公社、

兵庫県道路公社及び兵庫県住宅供給公社発注の工事。ただし、入札参加

資格の管工事に該当し、平成 30 年度から令和 4 年度までの間に完成し

たもので、施工場所の全部又は一部が県内であるものに限る。 

(ｴ) 農林水産省近畿農政局発注の工事。ただし、入札参加資格の管工事に

該当し、平成 30 年度から令和 4 年度までの間に完成したもので、施工

場所の全部又は一部が県内であるものに限る。 

(ｵ) 西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、阪神高速

道路株式会社、地方共同法人日本下水道事業団及び独立行政法人水資源

機構発注の工事。ただし、入札参加資格の管工事に該当し、平成 30 年

度から令和４年度までの間に完成したもので、施工場所の全部又は一部

が県内であるものに限る。 



(5) 建設業の許可に関

する要件 

管工事業に係る建設業の許可を有すること。 

(6) 配置技術者に関す

る要件 

(1)配置技術者の要件 

(ｱ) 建設業法の規定による管工事業に係る主任技術者の資格を有する者を

本件工事に配置できること。ただし、請負代金額が４,000 万以上の場合は、

建設業法に規定する営業所における専任技術者でない者を本件工事に専

任で配置できること。 

また、配置予定技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係（入札参加申込

日以前に３か月以上の雇用関係）がある者であること。 

(ｲ) 同一の技術者を重複して複数の工事の配置予定技術者とする場合にお

いて、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することが

できなくなったときは、入札してはならず、入札参加申込みをした者は、

直ちに当該申込みの取下げ又は入札の辞退を行うこと。 

また、本件工事が落札候補者となった最初の工事である場合は、その他

の工事については本件工事の落札候補者となったことを理由に落札の辞

退を行うこと。 

なお、本件工事より先に他の工事の落札候補者となったときは、本件工

事については他の工事の落札候補者となったことを理由に落札の辞退を

行うこと。ただし、本件工事及び他の工事の契約希望金額が建設業法施行

令（昭和 31 年政令 273 号）第 27 条第１項に定める金額未満である場合は、

この限りではない。 

(ｳ)  落札者は、契約工期中、提出した資料に記載した配置予定技術者を、

本件工事に配置すること。なお、契約工期中は、死亡、傷病、出産、育児、

介護又は退職等の極めて特別な場合を除いて、当該配置技術者を変更する

ことを認めない。 

(2)現場代理人の要件 

(ｱ) 建設工事請負契約書第 10条第１項第１号に規定する現場代理人を適正

に配置できること。 

また、現場代理人は、請負者との直接的かつ恒常的な雇用関係（入札参

加申込日以前に３か月以上の雇用関係）がある者であること。 

(ｲ) 落札者は、契約工期中、提出した資料に記載した現場代理人を、本件

工事現場に常駐で配置すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、常

駐義務を緩和することができる。 

(7) 入札保証金 不要 

(8) その他 別紙、「制限付き一般競争入札（事後審査型）公告共通事項」２に示すとおり。 

（注）換算基準 (点) 

工事成績 ～63 64～68 69～73 74～78 79～83 84～88 89～ 

加算点 -40 -20 0 +30 +60 +90 +120 

 
 

４ 入札手続等 

手 続 等 期間・期日 場所・方法 



(1) 建設工事請負契

約書等の閲覧 

令和8年5月15日（金）から 

令和8年5月25日（月）まで（注２、３） 

赤穂市大津１３０５番地 

兵庫県立赤穂特別支援学校 事務室 

(2) 設計図書の交付 
令和8年5月15日（金）から 

令和8年5月25日（月）まで（注２、３） 

赤穂市大津１３０５番地 

兵庫県立赤穂特別支援学校 事務室 

(3) 提出資料の様式

等の交付 

令和8年5月15日（金）から 

令和8年5月25日（月）まで（注２、３） 

赤穂市大津１３０５番地 

兵庫県立赤穂特別支援学校 事務室 

(4) 入札参加申込書

の受付 

令和8年5月15日（金）から 

令和8年5月25日（月）まで（注２、３） 

赤穂市大津１３０５番地 

兵庫県立赤穂特別支援学校 事務室 

(5) 質問書（様式 20

号）の受付 

令和8年5月15日（金）から 

令和8年5月28日（木）正午まで 

兵庫県立赤穂特別学校事務室へ FAX で送

付する 

FAX 0791-43-9527 

(6) 回答書の閲覧 令和8年6月 1日（月）午後1時から 入札参加者に FAX で回答する 

(7) 入札、開札及び工

事費内訳書の提出 
令和8年6月5日（金）午前10時から 

赤穂市大津１３０５番地 

兵庫県立赤穂特別支援学校 会議室 

(8) 入札結果の公表 

落札決定後速やかに 
赤穂市大津１３０５番地 

兵庫県立赤穂特別支援学校 事務室 

契約締結後速やかに 
赤穂市大津１３０５番地 

兵庫県立赤穂特別支援学校 事務室 

  （注１）上記の期間は、土曜、日曜及び祝日等、兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県条例第 15 号）に定める県の休日

を除く。 

  （注２）毎日午前９時から午後 4 時まで 

  （注３）正午から午後１時までを除く 

  （注４）ホームページアドレスは（https://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/ako-sn/NC3/）  

 

５ 入札方法等 

(1) 工事費内訳書の提出 

入札に際し、入札に対応した工事費内訳書（設計書に示す様式）を提出すること。 

(2) 入札に参加するに当たっては、当該工事にかかる入札申込書の写しを持参すること。 

(3) 開札の日時及び場所 

日時 令和８年６月５日（金）午前１０時から 

場所 県立赤穂特別支援学校 会議室 

 

６ 入札参加資格確認資料の提出 

  開札後、入札執行者から下記の入札資格確認書類の提出を求められた入札参加者は、提出を指示された日の

翌日から起算して２日以内（兵庫県の休日を定める条例に定める県の休日を除く）に、兵庫県立赤穂特別支援

学校まで各１部提出すること。 

(1) 配置予定技術者の資格                    （様式６号の２） 

(2) 建設業の許可及び経営事項審査結果並びに設計業務受託者関係  （様式７号） 

(3)  その他、契約担当者が入札参加資格確認のため、必要と認めた書類 

 
７ その他 
(1) 別紙「制限付き一般競争入札（事後審査型）公告共通事項」のとおりとする。 
(2) 現場説明会は実施しない。 

 
８ 入札担当（問い合わせ先） 

  赤穂市大津１３０５番地 兵庫県立赤穂特別支援学校 事務室  

電話番号 0791-43-9266 

 


